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１．趣旨  

  国立大学法人法が改正となり、年度計画・年度評価が廃止されたものの、国

民や社会に対する説明責任を十分に果たすため、国立大学は自己点検・評価を

行い、教育研究等の質的向上を図るとともに、その結果の積極的な情報発信や、

ステークホルダーとの双方向の対話、大学経営への活用が求められている。 

本報告書は、名古屋大学が指定を受けている指定国立大学法人の第４期中期

目標期間における構想の進捗状況について、自ら点検及び評価を行い、その結

果について公表するものである。 

 

 

２．基本的な考え方  

M
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社会と共に躍進する名古

屋大学 
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名の卓越教授の採用（１名は学内からの登用）を決定した。 

 

  ＜検証結果（コメント内容）＞  

世界トップレベルの研究者を呼び込むために給与の上限を撤廃した卓越教授

制度を新設し、２名の卓越教授の採用を決定したため、令和４年度の「優れた取

組」であると評価する。 
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   ◇基盤構築に向けた大学連携の推進 

【2022 年度～2027 年度の工程】 

・教育、研究、国際、産学連携、基盤整備など様々な分野で組織間の連携に 

ついて協議を進め、可能な取組から順次実施 

 

  ＜令和４年度実施状況＞ 

・研究面において、岐阜大学及び名古屋大学がそれぞれ持つ強み、リソース等を

融合し、そのシナジー効果が期待できる先進的かつ挑戦的な取組として、低温

プラズマ総合科学研究拠点及び One Medicine 創薬シーズ開発・育成研究教育拠

点を機構直轄拠点に新たに認定した。 

・また、基盤整備における組織間連携においては、かねてより機構直轄事業とし

て推進しているアカデミック・セントラル及びデジタルユニバーシティ構想に

ついて、機構執行部への定期進捗報告会を開催するなど、両大学の連携を軸に、

着実に事業を進めた。 

 

  ＜検証結果（コメント内容）＞  

研究面において、岐阜大学及び名古屋大学がそれぞれ持つ強み、リソース等を

融合し、そのシナジー効果が期待できる先進的かつ挑戦的な取組として、令和４

年度末に低温プラズマ総合科学研究拠点及び One Medicine 創薬シーズ開発・育成

研究教育拠点を機構直轄拠点に新たに認定したため、令和４年度の「優れた取組」

であると評価する。 

 

 

５．改善を要する取組  

  当初の工程を達成しなかった項目（３件） 

 

 

   ◇部局長の任期・選出方法の見直し 

【2022 年度の工程】 

（制度設計・検討） 

 

  ＜令和４年度実施状況＞ 

・他大学における部局長に係る選考方法、任期、部局長評価について調査し、名

古屋大学での新たな部局長人事と評価の仕組み、総長任期と部局長任期の在り

方、部局長の選考方法、任期等の在り方の素案について、総長と一部の部局長

との間で意見交換を行った。選考プロセスの制度化には至らず、次年度以降に



5 
 

制度化することとした。 

 

  ＜検証結果（コメント内容）＞  

選考プロセスの制度化には至らず、素案について総長と一部の部局長との間で

意見交換を行うに留まったため、令和４年度の「改善を要する取組」であると評

価する。選考プロセスの制度化に取り組んでいただきたい。 

 

 

 

   ◇男女共同参画と女性登用の推進 

【2022 年度～2027 年度の工程】 

・女性研究者の採用、家庭との両立、復職支援、研究力向上、リーダー育成  

等の各種取組の実施 

・戦略的な募金活動 

 

  ＜令和４年度実施状況＞ 

・令和４年１月より導入した「女性教員増員策（21 年増員策）」でのインセンティ

ブ制度（承継教員：ポイント付与、特任教員：雇用支援経費）等の実施により、

女性教員比率（特任教員を含む。）は前年度の 18.6％から 19.2％へ増加した。

（令和４年５月１日現在） 

・女性研究者を対象とした英文校閲費用助成事業について 13 件実施した。 

・意識改革のための研修を２回（①研究者リーダーシップ・プログラム、②働き

方改革プロジェクト）実施した。 

・教育研究評議会規程において、評議員は「女性教員比率２割を下回らない」と

規定しているところ、






